
都市再生機構賃貸住宅の家賃改定等に関する意見書 

 

独立行政法人都市再生機構は、ＵＲ賃貸住宅において、３年周期で実施する家

賃改定ルールに沿って平成２１年４月１日の家賃改定の準備を進めている。 

横浜市には４万戸を超えるＵＲ賃貸住宅があり、多くの市民が居住しているが、

これらＵＲ賃貸住宅に関しては、平成１５年の都市再生機構法案審議の折、「賃貸

住宅の家賃の設定及び変更に当たっては、居住者にとって過大な負担とならない

よう十分な配慮に努めること。」と附帯決議されている。 

 さらには、平成１９年の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関

する法律案審議の折、「機構の管理する賃貸住宅について、住宅確保要配慮者の居

住の安定を図る観点から入居者負担や入居者選考に係る適切な配慮を行い、住宅

セーフティネットとしての役割の充実に努めること。」との附帯決議がなされてい

るところである。 

ついては、市民が安心して住生活を営むことができるよう、政府及び独立行政

法人都市再生機構はこの附帯決議を遵守し、居住者の居住の安定確保に努めるこ

とを要望する。 

ここに横浜市議会は、全会一致をもって、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出する。 
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